
東京都市計画地区計画の決定（世田谷区決定） 

都市計画鎌田一丁目地区地区計画を次のように決定する。 

名  称 鎌田一丁目地区地区計画 

位  置 ※ 世田谷区鎌田一丁目及び鎌田二丁目各地内 

面  積 ※ 約９．１ｈａ 

地区計画の目標 本地区は、世田谷区の南西部を流れる野川流域に沿って位置し、多摩川風致地区の区域内にある。 

地区内の現況は、政府管掌健康保険の運動施設が西側中央に立地し、その周辺は戸建て住宅と低中層集合住宅が共存

する中、一部に事務所や作業所等が混在している。地形的には地盤が低く、豪雨による浸水被害を受けやすい地区であ

るが、運動施設の敷地が周辺に比べ窪地になっていることから、豪雨の際は周辺地区の雨水を集め、雨水貯留池として

の機能を果たしてきた。しかし、大規模な土地利用の転換が予定されていることで、雨水貯留機能の存続が危惧されて

おり、将来的な機能確保が望まれている。 

当該地区は、世田谷南部土地区画整理事業を施行すべき区域内にあるが、道路・公園等の整備が計画的に進捗しなか

ったため、地区内の良好な市街地環境の形成や災害時の安全対策等に影響を及ぼしている。 

また、運動施設の敷地を含む周辺地区一帯は、都市計画緑地（多摩川緑地）の区域となっており、その整備にあたっ

ては「都市計画公園・緑地の整備方針 (東京都・特別区・市町) 」に基づき、計画的・効率的に整備を促進することと

なっている。 

このような地区の状況を踏まえ、以下のような市街地を形成することを目標とする。 

（１） 都市基盤が充実した良好で健全な市街地環境の形成を図る。 

（２） 多摩川緑地の整備に資する大規模な緑地環境の形成を図る。 

（３） 防災性を高めた安全で安心できる都市環境の形成を図る。 

（４） 周辺の自然的環境や風致景観と調和したみどり豊かな住環境の形成を図る。 



土地利用の方針 風致地区にふさわしいみどり豊かな住宅市街地の形成を目指し、都市計画緑地の指定区域のうち現運動施設の区域を

「緑地環境Ａ地区」、その周辺区域を「緑地環境Ｂ地区」とし、都市計画緑地の指定区域以外の区域を「住宅地区」に

区分し、それぞれ土地利用の方針を次のように定める。 

（１） 緑地環境Ａ地区 

周辺の住環境に調和し、多摩川緑地や道路等の基盤施設の整備、災害時の安全対策など、地区の課題に貢献する

大規模な広場状空地（以下、オープンスペースという。）を有する土地利用を図る。 

（２） 緑地環境Ｂ地区 

多摩川緑地の指定区域であることを踏まえ、みどりの確保と狭あい道路の解消など良好で防災性を高めた住環境

を形成する。 

（３） 住宅地区 

低中層住宅地として、みどりを確保したゆとりある良好な住環境の形成を図るとともに、狭あい道路の整備など

により防災性を高めた健全な市街地環境を形成する。 

建築物等の整備の方針 良好な自然的景観との調和と風致の維持を図りつつ、大規模な土地利用転換地区と周辺地区の調和を図ったみどり豊

かで安全・安心な市街地の形成を図るため、建築物等の整備の方針を以下のように定める。 

（１） 多摩川緑地の整備を計画的・効率的に促進するとともに、水害防止への寄与及び周辺住宅地への圧迫感等に配慮

するため、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限を定める。 

（２） 周辺の環境に配慮した落ち着きのある景観を形成するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限及び垣

又はさくの構造の制限を定める。 
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（１） みどり豊かで潤いのある市街地環境を形成するために、地区内では積極的に既存樹木の保全を図るとともに、敷

地内や道路接道部の緑化、屋上緑化、壁面緑化などにより、地区の緑化に努める。 

（２） 都市災害の防止を図るため、建築物の敷地内に貯留施設など、雨水の流出を抑制するための施設を整備すること

に努める。特に緑地環境Ａ地区において、オープンスペースに十分な雨水貯留機能を確保する。 

（３） 緑地環境Ａ地区のオープンスペースは、災害時の避難場所としても機能するよう必要な整備並びに管理を行う。 

（４） 緑地環境Ｂ地区及び住宅地区において、道路が交わる角敷地（隅角が１２０度以上の場合を除く。）は、敷地の

隅を頂点とする長さ２ｍ以上の底辺を有する二等辺三角形の部分を道路状に整備する。 

 






